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全 国 書 誌通信 No. 120 

2005. 3. 4 国 立国会 図 書 館

JAPAN/MARC改訂について

はじめに

当館では、全国書誌データの提供の充実に努めてまいりましたが、その一環として、平成 18

(2006）年 4月に JA PAN/MAR Cの改訂を行います（1 AP  AN/MARC 2006フォー

マット）。同時に、音楽録音資料および映像資料の書誌データの JA P  AN/MAR C収録を開始

する予定です。

1 改訂の目的

①提供内容の拡充

出版者のよみの追加をはじめ、提供内容を拡充します。

②収録範囲の拡大

音楽録音資料および映像資料を新たに収録するため、必要な改訂を行います。

これにより JAPAN/MARC (M) （単行資料の部）において収録数が年間約2万件増加

する見込みです。

参考： J/M(M)2004年 1-50号の新規レコードは計 179,982件

日本全国書誌2004年 1-50号に収録した音楽録音・映像資料は計 19,388件

） 音楽録音資料および映像資料の書誌データについては、本稿の『4 音楽録音資料および映

像資料の書誌データについてJをご参照ください。
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120号（2005.3 金田容誌通信

2 政訂の概要

2-1 フィールドの追加

① 005 「レコード更新情報j

サプフィーノレドはなし（001と同様）、ノン ・リピータプノレ、レコード内必須

16バイト固定 (YYm帥 Dhhmmss.0) 

（例） 005 20030205172139. 0 

②0 7 1「発売番号（音楽録音 ・映像資料）J 

サプフィールドはSA 「発売番号J、リピータプル

（例） 071 $A PIBD-7170 $A PIBD-7365 

③ i 2 3 r地図資料の数値データJ

サプフィールドは

$ A 「縮尺タイプJ、ノン ・リピータプル、 1バイト固定

$ B r水平率J、リピータプル

$ C 「垂直率j、リピータブノレ

$A  r縮尺タイプj のコード値

A ：距隊縮尺

B ：角度による縮尺

Z ：その他の縮尺タイプ

岡
山
川
日
日
目
唱
E
」

月
日
川

（例） 123 $A A $B 25000 $B 50000 

266 $A 1 : 2 5 0 0 0 , 1 : 5 0 0 0 0 

④7 7 0 「出版者のよみJ

サプフィーノレドはSA 「カタカナ形j $ X 「ローマ字形J$ B 「漢字形j

対になってリピータプノレ

（例） 270 $A長野 $Bほおずき書籍 $D 2 0 0 3. 1 0 

$A東京 $B星雲社（発売）

770 $Aホオズキ ショセキ $XH o o z u k i s y o s e k i 

$Bほおずき書籍

$Aセイウンシャ $XS e i u n s y a $8星雲社

⑤9 1 8 「地図資料の対象地域コードJ

サプフィールドは

$ A 「UTM区画番号J、リピータプル

$ B 「全園地方公共団体コードJ、リピータプノレ

$ D 「各国圏内海図番号」、 リピータブノレ

$ E 「国際海図番号J、リピータプル
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全国書誌通信 120号（2005.3)

（例） 918 $A N I -5 3 -1 4 -5 -4 

$8 0 1 2 3 4 

$0 7 0 

$E I NT  5 3 1 0 

当フィールドのデータ内容については、本誌 No.117 (2004. 3. 15）の「地図資料の書昔、

データ」をご参照くださしL

2-2 サブフィールドの追加

①010$B r1sB N識別情報j

$ Aと対になってリピータブノレ（対の中でSBは任意に存在）

（例） 010 $A 4-653-03852-X 

$A 4-653-03850-3 $8 (set) 

（例） 010 $A 4-7568-0228-1 $8 (set) 

②0 1 0 $ Z 「誤 IS BNJ 

リピータブノレ

$A$ Bの対の後に収録（ただし、 SA$ Bの対はタグ01 0において任意に存在）

（例） 010 $A 4-7837-0431-7 

$Z 4ー7837-1086-4$Z 4-7837-1191-7 

（例） 010 $Z 4-7352-1229-7 

③6 5 0 $ 3 個人名件名標目（現「個人件名標目」）の「典拠番号j

$A・$X・$ Bと対になってリピータブノレ

対の中で必須

（例） 650 $Aヒグチ，イチョウ（ 1872-1896)

$X H i g u t i , I t i y o u ( 1 8 7 2 -1 8 9 6 ) 

$8樋口／／一葉（ 1872-1896)

$3 0 0 0 1 0 3 1 3 

③6 5 8 $ 3 一般件名標目の「典拠番号J

$A・$X・$ Bと対になってリピータブル

対の中で必須

（例） 658 $Aセンキョセイド

$X S e n k y o s e i d o 

$8選挙制度

$3 0 0 9 6 9 1 4 6 
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120号（2005.3) 全国書誌通信

2-3 フィールドの削除

①9 o 6 r国立国会図書館の印刷カード番号j

当フィールドは、 2002年以降使用していません。

2-4 サブフィールドの削除

① 6 8 5 $ X 「ローマ字付き分類記号j

当サプフィーノレドは、 2002年以降使用していません。

②9 0 5 $ H 「所蔵注記（2)J 

当サブフィールドは、 2002年以降使用していません。

これにより SE 「所蔵注記（1）』のサブフィールド名を「所蔵注記Jに変更します。

2-5 フィールド名またはサブフィールド名の変更

① 101$A テキストの言語→ テキストの言語コード

② 1 0 1 $ c 原文の言語 → 原文の言語コード

③55n$D 巻次等の読み → 巻次等のよみ

④58n$D 巻次等の読み → 巻次等のよみ

⑤ 59n$D 巻次等の読み → 巻次等のよみ

⑥ 6 5 0 個人件名標目 → 個人名件名標目

⑦905$E 所蔵注記（1) → 所蔵注記

2-6 その他の変更事項

①レコード種別（レコードヲベルの7バイト目）に rJ J：音楽録音資料を追加

『日本全国書誌』の「音楽録音・映像資料の部Jに掲載している音楽録音資料の書誌レコー

ドについて、この値とします。現在「 IJで設定されている録音資料は音楽資料を除くこと

とします。

なお、映像資料については「GJで設定済です。

②0 1 0 $ A 「IS BNJ 

ISB Nの10桁から 13桁への変更（2007年 1月から実施の予定）に対応し、固定長を撤廃

します。

また、タグ01 0に新たにSBおよびSZを追加することにより、 OlOAは、単独でリピ

ータブルからSBと対になってリピータプノレに変更します。

$ Aは対の中で必須となりますが、 SA$ Bの対はタグ01 0において任意の存在とします。

本稿2-2 サプフィーノレドの追加 ①0 1 0 $ B「ISB N識別情報jおよび②01 0 $ z 
「誤IS BNJをご参照ください。

③28n$X rシリーズの ISS NJ 

ノン・リピータブ、ノレからリピータブソレに変更し、下位シリーズの ISS Nを収録します。
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全国書誌通信 120号（2005.3)

④逐次刊行資料（s）のシリーズに関する事項（タグ28 n）について、シリーズ名関連情報

( $ B）、シリーズ番号（$ D）、下位シリーズ名（ $ s）、下位シリーズ番号（ $ T）の収

録を開始します。また、これに合わせ、シリーズのタイトノレ標目（タグ28 n）についても、

シリーズ名関連情報等のタイトノレ標目を収録します。

3 改訂時期

平成 18(2006）年4月から改訂フォーマットで提供します。また、同時に音楽録音資料および

映像資料の収録を開始する予定です。

改訂フォーマットは、 JAP  AN/MAR Cフォーマットを共有している単行資料（M）および

逐次刊行資料（s）同時に適用しますが、（s）は年2回の提供のため、実際には平成 18(2006) 

年第1回目から改訂フォーマットでの提供となります。

改訂に先立ち、平成17年度早期にサンプノレデ唱ータをJAP  AN/MAR C購入機関に提供しま

す。提供時期については、販売代理店を通して別途お知らせします。

なお、 JAPAN/MARC (M）については、発売元の日本図書館協会から現行のフォーマ

ット（2002年版）、および旧フォーマット（1998年版、 1981年版）による提供を当面の間継続す

る予定です。詳しくは、販売代理店にご相談ください。

4 音楽録音資料および映像資料の書誌データについて

本話、No.118 (2004. 6. 30）でお知らせしましたとおり、音楽録音資料および映像資料について、

『日本全国書誌』 2004年 13号（通号2472号）掲載の書誌データから、『日本目録規則 1987年版改

訂 2版』を適用すると共に、全国書誌番号 (JP番号）の付与を開始しました。 JA PAN/MA 

R Cにおいては平成 18(2006）年4月から音楽録音資料および映像資料の収録を開始する予定で

すが、その書誌データの特徴は以下のとおりです。（音楽録音資料および映像資料の日本目録規則

適用細則は、準備が出来次第、公開する予定です。）

①発行者および発売者をひとつの 27 0 $ Bに記録しています。

7 7 0 （出版者のよみ）においては、発行者と発売者それぞれを切り出します。

（例） 270 $A東京

$B N H  Kソフトウェア．ポニーキャニオン（発売）

$D 2 0 0 3. 1 1 

770 $A NHK ソフトウェア $X NH  K s o h u t o u e a 

$B NH  Kソフトウェア

$Aポニー キャニオン $X P o n i k y a n i o n 

$Bポニーキャニオン

②レーベル名は、 350$A（一般注記）に「レーベル名 ：Jを冒頭に付して記録しています。

（例） 350 $Aレーベノレ名：クラワン

F
D
 



120号（2005.3) 全国書誌通信

③内容細目において ISB D区切り記号を使用していません。

音楽録音資料で内容細目を記録する場合、クラシックについては、内容細目として「（番号）曲

名（作曲者名）Jの形を、それ以外の音楽については、「（番号）曲名（演奏者名）Jの形をとって

います。クラシック、ジャズについては、内容細目とは別に演奏者細目を入れていることがあり

ます。

映像資料では、内容細目とは別に、出演者等の細目を入れていることがあります。複数の出演

者等を区切る記号は一定していません。

（例） 377 $A内容：（ 1）ピアノ協奏曲第2番へ短調op. 2 1 （ショパン） ( 2）ピアノ

協奏曲第5番変ホ長調op. 7 3 「皇帝J（ベートーヴェン）

$A演奏：中村紘子（P) ギュンター・ピヒラー（COND），オーケストラ・

アンサンプル金沢

（例） 377 $A内容：＜第1話＞地底の国探検＜第2話＞未来の町が危ない！く第3話＞コ

ピー頭脳でラクをしよう＜第4話＞無人島はボクの島＜第5話＞へやに自

然をく第6話＞逆成長グラス

$A芦の出演：大山のぶ代／小原乃梨子／たてかべ和也／千々松幸子／肝付兼太

／野村道子

④著者標目は、当面はクラシック音楽録音資料の作曲者のうち主たる 1名について付与していま

す。

音楽録音資料の J/M(M）データ例

XXXXXNJM 06XXXXX I 45 

001 20671418 

005 20041022164958.0 

020 $A JP 

$8 20671418 

071 $A UCCG-3667 

100 $A 20041022 2004 OJPN 1312 

102 $A JP 

251 $A交響曲第8番《未完成》・交響曲第9番《新世界より》

$8 K a r 1 B o h m e d i t i o n 

$Fシューベノレト， ドヴォルザーク／／［作曲］

$Fカーノレ・ベーム／／指揮

$Fウィーン・フィノレハーモニー管弦楽団／／［演奏］

抑 ［録音資料］
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261 $A S y m p h o n i e n o . 8 “U n v o l 1 e n d e t eぺ Symphonie 

no. 9 “A us der Neu en We  l t” 

270 $A ［東京］

$8ユニバーサノレミュージック

$D 2 0 0 4. 7 

275 $A録音デ‘ィスク 1枚： CD 

350 $Aレーベル名：グラモフォン

$A収録： 19 7 7年6月， 1 9 7 8年5月

360 $8 1 8 0 0円

377 $A内容：（ 1 ）交響曲第8番ロ短調D. 7 5 9 《未完成》（フランツ・シューベルト） ( 2) 

交響曲第9番ホ短調op. 9 5 《新世界より》（アントニン・ドヴォルザーク）

$A演奏 ：カール・ベーム（COND），ワィーン・フィノレハーモニー管弦楽団

551 $Aコウキョウキョク ダイ 8パン ミカンセイ コウキョウキョク ダイ 9パンシ

ンセカイ ヨリ

$X K o u k y o u k y o k u d a i 8 b a n m i k a n s e i k o u k y o u k 

yoku d a i 9ban sinsekai yori 

$8 2 5 1A1 

$A Ka r 1 

$X Ka r 1 

Bohm 

Bohm 

edition 

e d i t i o n 

$8 2 5 1 B 1 

$A S y m p h o n i e no. 8 “U nvo 11 end et e", Symphon i 

e no. 9 “A us der Neuen Wel t” 

$X S y m p h o n i e n o . 8 “U nvollendet e”， S ymphoni 

e no. 9 “A us der Neuen Wel t” 
$8 2 6 1A1 

685 $A YMC 1 1 

751 $A S c h u b e r t , F r a n z P e t e r ( 1 7 9 7 -1 8 2 8 ) 

$X S c h u b e r t , F r a n z P e t e r ( 1 7 9 7 -1 8 2 8 ) 

$3 0 .0 4 5 5 7 8 3 

770 $Aユニバーサノレ ミュージック

$X Y u n i b a s a r u m y u z i k k u 

$8ユニバーサルミュージック

801 $A JP 

$8 National Diet Library, JAPAN 

$C XXXXXXXX 

$G NCRT 

$2 jpnmarc 

905 $A Y M C  1 1 -H 1 6 5 2 0 
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映像資料のJ/M(M）データ例

XXXXXNGM 06XXXXX I 45 

001 20684357 

005 20041117161059.0 

020 $A JP 

$8 20684357 

071 $A DLW-16668 

100 $A 20041115 2004 

102 $A JP 

251 $Aマイ・フェア・レディ

$B t w o -d i s c s p e c i a 1 e d i t i o n 

OJPN 1312 

$Fバーナード・ショウ／／原作

$Fジョージ・キューカー／／監替

$Fオードリー・ヘップパーン，レックス・ハリソン／／［出演］

制 ［映像資料〕

261 $A M y f a i r 1 a d y 

270 $A ［東京］

$8ワーナー・ホーム・ビデオ

$0 [ 2 0 0 4. 4 J 
275 $Aビデオディスク 2枚（ 1 7 3分） : DVD 

350 $A 1 9 6 4年度アカデミー賞作品賞受賞

$A I 9 6 4年アメリカ作品

$Aカラーステレオシネスコ 音声 ：英（5. 1）・音声解説字幕 ：日・英・スペイン・

ポルトガル・中国・タイ ・韓国 ・インドネシア・解説用

360 $8 3 1 2 9円

377 $A内容 ：DI S C 1 本編 DISC 2 特典ディスク

$A製作：ジャック・ L.ワーナー 監督：ジョージ・キューカー原作：バーナード・ショ

ウ 出演 ：オードリー・ヘップパーン／レックス ・ハリソン／スタンレー ・ハロウェイ

551 $Aマイ フェア レディ

$X Ma  i hea r e d i 

$8 2 5 1A1 

$A two -d i s c s p e c i a 1 e d i t i o n 

$X two -d i s c s p e c I a e d i t i o n 

$8 2 5 1 B 1 

$A M y  f a i r a d y 

$X My  f a i r ad y 

$8 2 6 1A1 

685 $A Y L 3 2 1 

770 $Aワーナー ホーム ピデオ

o
 

e
 

・di

オ

b

デレ」

u
－
 

m
・ム

o

一

h

ホ
a

一
n
ナ

a

一

W

ワ

V
A
R
U
 

命
、
ψ

命
、
ψ
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801 $A JP 

$B National Diet Library, JAPAN 

$C XXXXXXXX 

$G NCRT 

$2 jpnmarc 

905 $A Y L 3 2 1 -H 6 8 3 5 

おわりに

120号（2005.3)

当館では、今回のJAP  AN/MAR C改訂によるデータ要素の拡充と収録内容の拡大を実施

するとともに、ネットワーク環境下における JAP  AN/MAR Cの提供のあり方を課題として

認識し、 JAP  AN/MAR CのXML化等の検討を新たに開始しました。この検討は、平成 18

年 4月の JAP  AN/MAR C改訂実施時に提供方法の変更をもたらすものではありませんが、

既に米国議会図書館においては、“MARC in X M  L”の開発が進行していますので、その

動向に注目しつつ、検討を進める予定です。

JAPAN/MAR Cが我が国の書誌情報の基盤と してその使命を果たすべく 、今後も努力し

てまいりますので、ご意見、ご協力をお願い申し上げます。

（書誌調整課データ標準係）

総合目録ネットワークの一般公開について

当館では、平成 16年 12月6日から、 JAPAN/MARC (M）を基本データとして構築し

た国立国会図書館総合目録ネットワークシステムの検索機能を一般公開しました。当館ホームペ

ージのトップページ（http://www.ndl. go. jp／）からは下記の手順でアクセスできます。

トップページ→「資料の検索j → 「総合目録J

この総合目録は、和図書の総合目録で、平成 17年 1月現在、国立国会図書館、都道府県立図

書館（43館）および政令指定都市立図書館中央館（6館）の約780万件の書誌レコードを検索す

ることができます。

この総合目録事業の主たる目的は、園内の公共図書館における図書館資料資源の共有化、書誌

サービスの標準化と効率的利用を図るとともに、公共図書館の県域を越える全国的な図書館相互

貸借等を支援することですが、 f全国書誌の提供Jという観点からも有力なツーノレとしてご利用い

ただけることと思います。

（関西館事業部図書館協力課総合目録係）
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『日本目録規則 1987年版改訂版 第9章 電子資料』適用細則の改訂について

『「日本目録規則 1987年版改訂版第9章電子資料j適用細則』は、平成 12年 10月に公開（「全

国書誌通信jNo. 107 (2000. 10. 1）に掲載）し、適用を開始した。その後約 4年にわたって、パッ

ケージ系電子資料の書誌データ作成について実績を重ねる中で、適用細則の内容を実態に即して検

証し、細部の見直しを図ってきた。今回の改訂は根本的な方針の変更に基づくものではなく、これ

までの実績を反映した部分的な修正である。

以下では、改訂の概要を紹介することとする。改訂後の適用細則全文は、当館ホームページで公

開するとともに、本誌にも掲載する予定である。

なお、改訂後の当適用細則は、『「日本目録規則 1987年版改訂2版 第9章電子資料」適用細則』

として、本年4月 1日に適用を開始する。

1.記述の情報源の優先順位を変更

旧適用細則では、記述の情報源の優先順位を、内部情報源、外部情報源、その資料以外の情報源、

の順で定めていたが、情報は外部情報源から取得することを原則とし、そこから十分な情報が得ら

れず、かっ内部情報源が容易に参照できる場合にだけ、内部情報源から情報を取得するよう、記述

の優先順位を改めた。

9. 0. 3. 1 （記述の情報源） 記述は，そのよりどころとすべき情報源に表示されている事項を，

転記の原則（9.0. 6. 1参照）により，そのまま記録する。記述のよりどころとすべき情報源

は，次の優先順位とする。

外部情報源に表示されている事項が不十分な場合は，優先順位に従い他の情報源から必要

な書誌的事項を入手する。

ア〉外部情報源

(1）キャリアに永久的に貼り付けられたラベル

(2）出版者，製作者などにより作成された付属資料（解説書，ガイドブックなど）

(3）出版者，頒布者などによって作成された容器

イ）内部情報源

(1）タイトノレ画面（ページソース等のメタデータを含む）

(2）その他の内部情報源（メニュー，プログラム記述，ヘッダー，リードミー・ファイル，

索引など）

ワ）その資料以外の情報源

2.電子的内容に『点字データJを追加

フレキシプノレ・ディスクを記録媒体とする点字データに対応するため、電子的内容に「点字デー

タJを追加した。

9.3. 1 電子的内容

9. 3. 1. 1 （記録するものの範囲） 記述対象に含まれる電子的内容を記録する。電子的内容は

ーまとまりのデータや一つの特定の名称で識別されるプログラムをー単位として記録する。

9. 3. 1. 2 （記録の方法） 電子的内容の記録には 次表の用語（原則として第 2レベノレ）を使

用する。また，表中に適切な用語がない場合は，別途用語を定めることとする。

nu 
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和資料については日本語，洋資料については英語を用いる。

第1レベル 第2レベル

画像データ Image data 

数値データ Numeric data 

地図データ Map data 

データ Data テキスト ・データ Text data 

フォント・データ Font data 

録音データ Sound data 

点字データ Braille data 

アプリケーション・プログラム Application 

プログラム
program 

Program 
システム・プログラム System program 

ユーティリティ・プログラム Utility program 

上記の用語の組み合わせ
データおよびプログラム

Data and program 
インタラクティブ・マルチメディア Interactive 

multimedia 

3.特定資料種別と資料の数量に関する条項の一部変更

特定資料種別の記録に使用する用語を改訂した。改訂前は 14種類であったが、「フォト CDJ、

rco-IJ、rwoRMJの3種を削除し、新たに「ROMカートリッジJを加えて 12種類とした。また、 「磁

気テープjを「リーノレ・テープJに変更した。採用した用語について、以下に若干説明を補足する。

「リール・テープ」とは磁気テープの一形態を指す。当適用細則では本則の第2レベノレの用語を

採用しているが、磁気テープは本則の第lレベルの用語であるため、用語のレベルの統ーを図った。

「フォト CDJや「CD-IJはいずれも CD-ROMに含めることとし、表から削除した。このほか、「CD-RJ

については、いったん書き込まれたデータは消去できないことから、同様に CD-ROMに含めること

とした。fCD-RWJは複数回の書き込み消去が可能であるが、書き換えを前提と した資料が出現する

までは、 CD-ROMと同様に扱うこととした。

「CD-DAJや「CD-EXTRA」等については音楽用 CDと見なすため、録音資料として取り扱うことと

し、当適用細則の対象からは除外とした。

fDVD-R」、 「DVD-RAMJ、rovo-RWJ等は、 CO-Rや CD-RW等と同様の理由から、「OVD-ROMJに含め

ること2ごした。 「DVD-VideoJは映像資料として扱うため、当適用細則の対象から除外した。

rwoRMJは、データ消去ができず、追記のみが可能な媒体の総称であり、当館ではそれらをまと

めて記録することはないため、表から除外した。

「ROMカートリッジ」は、カートリッジ型のゲーム用ソフ トに対して適用する。（使用実績はす

でにあり、今回の改訂を機に運用を明示したものである。）

9. 5. 1 特定資料種別と資料の数量

9. 5. 1. 1 （記録するものの範囲） 記述対象が属する特定資料種別の名称，構成要素の数量を

記録する。

9.5.1.lA 特定資料種別の記録には，次表の用語を使用する。また，表中に適切な用語がない

場合は，別途用語を定めることとする。
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和資料については日本語，洋資料については英語を用いる。

カセッ ト・テープ tape cassette 

カートリッジ型ハードディスク chip cartridge 

磁気ディスク・パック magnetic disk pack 

フレキシブノレ・ディスク flexible disk 

リール ・テープ tape reel 

DAT 

インタラクティプ・ビデオディスク interactive vidreo disk 

CD-ROM 

DVD-ROM 

MO 

ICカード ICcard 

ROMカートリッジ ROMcartridge 

（注） CDは音楽録音資料，DVD及びビデオCDは映像資料に使用する。

9.5. 1.2 （記録の方法） 特定資料種別の名称および数量を記録する。

全国書誌通信

9.5. 1.2A 数量はアラビア数字で記録し，特定資料種別に応じて孜の用語を付ける。

フレキシプノレ・ディスク，インタラクティブ・ビデオディスク，

CD-ROM, DVD-ROM, MO, ICカード ：枚

カセット・テープ， リーノレ ・テープ，.DAT ：巻

磁気ディスク・パック ：パック

カートリッジ型ハードディスク， ROMカートリッジ ：個

洋資料の場合は、数量の後に特定資料種別を付加する形で記録する。

2ムflexibleムdisks

3ムCD-ROMs

4.注記に関する事項の詳細化

9. 7.3. 0「下記の特定事項に属さない注記j の中に、従来、規定のなかった注記を新設し、内容

を詳しくした。また、「システム要件に関する注記Jに関しては、実績を基に例を挙げた。

9. 7.3.0 （下記の特定事項に属さない注記）

ア）誤記，誤植 書誌的事項の誤記，誤植は正しい形を記録し，誤った形は注記する。

イ）会期・会場（講演集，会議録，展観図録等の著作の成立に関わるもの）

会期・会場： 2003年 3月 26-28日ム東京農工大学

ウ）本文の言語

(1)本タイトルおよびタイトノレ関連情報が日本語以外の言語の場合

本文は日本語

(2）併記

英語併記（本タイトノレが日本語，本文が併記の場合）

日本語・英語併記（本タイトノレが英語，本文が併記の場合）

(3）併載

英語併載（論文集に英語論文が含まれている場合）

エ）その他記述一般に関する注記

-12ー
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(1）委託

(2）情報源に表示されている付録

付.00 （情報源の表示：付・ 00)

00付き（情報源の表示： 00付き）

(3）その資料の成立に関する事柄

特別記念版

オ）電子的内容に関する注記 電子的内容について説明する必要がある場合は，とれを注記

する。

電子ブック

HTML形式

Lha圧縮

カ）システム要件に関する注記 内容の再生に必要なシステム要件をできる限り注記する。

2以上の項目を記録するときは情報源に記載されている順序で記録する。 DAISYのシステ

ム要件はここに記録する。
／ 

（注） DAISY Digital Accessible Information System （アクセシプノレな情報システム）。

2001年 11月に名称変更。変更前はDigitalAudio-based Information System （デジタ

ル音声情報システム）

(1）ハードウェア

メモリ 16MB以上

ハードディスク空き容量 128MB以上

(2）オベレーティング・システム ファイルの読みとり，実行に特定のオベレーティング・

システムが必要なときは注記する。

WindowsムNTム4.0ムlater

Mac OSム漢字Talk7.5.5以上

(3）ソフトウヱア（プログラミング言語を含む）

AcrobatムReader

NetscapeムC侃 municatorム5.0以上

(4）周辺装置の種類と特徴

モニター画面640×480以上

キ）アクセス方法に関する注記 当該資料を再生するために，何らかのアクセス方法などが

必要な場合は，そのアクセス方法等を必ず注記する。

ユーザ IDおよひ＠パスワードが必要

（書誌調整課データ標準係）
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第5回書誌調整連絡会議報告

件名標目の現状と将来ーネットワーク環境における主題アクセス

平成 16年 9月 8日、国立国会図書館（東京本館）において、「第5図書誌調整連絡会議j を開

催しました。この会議は、書誌データの作成および提供に関する諸事項について関係機聞と協議

を行い、圏内の書誌調整および書誌データの標準化を図ることを目的とするものです。

今回はテーマを「件名標目の現状と将来ーネットワーク環境における主題アクセスj とし、関

連諸機関における件名標目使用状況、ならびにその問題点を明らかにするとともに、インターネ

ット時代の件名標目の可能性について検討を行いました。さらに、当館書誌部圏内図書課におけ

る国立国会図書館件名標目表（以下 NDLSH）の改訂作業について報告し、関連諸機関から意見を

聴取しました。

以下に、主な内容をご紹介します。
／ 

＜会議参加者〉

関連諸機関の担当者 ・研究者（7名） 当館職員（7名）

上回修一 慶慮義塾大学文学部教授 村上正志 書誌部長

大場高志 国立情報学研究所 西国元子 書誌部主任司書

神門典子 国立情報学研究所ソフトウェア研究系 担Eヌド 博 容誌部容誌調整課長

ソフトワェア工学研究部門教授 牛越弘美 書誌部圏内図書課長

柴田正美 帝塚山大学心理福祉学部教授、 大柴忠彦 書誌部圏内図書課課長補佐

日本図書館協会件名標目委員長 白 石 都 子 書誌部圏内図書課主題係長

白石英理子 東京都立中央図笹館 川鋪道子 総務部企画・協力際電子情報企画室主査

松木暢子 株式会社図書館流通センター

百足山畠子 妹式会社日販図書館サーピス

（敬称略、五十音順）

参加者の所属および肩書きは、すべて会議開催当時のものです。
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く基調講演〉 件名標目表の可能性一目録とウェブの主題アクセスツールとなりうるか

上田修一（慶慮義塾大学教綬）

件名標目表は、国立国会図書館（以下 NDL) しか取り上げることができない問題である。件名

標目の改訂については、停滞した時期もあったと思うが、今年度作業を開始したということなの

で喜ばしい。

(1）件名標目の現状

大学、都道府県立および市町村立図書館のオンライン目録において、件名検索の項目があるの

は約 90%である。独自に件名標目の付与作業をしているのは、 NDL、一部の公共・大学図書館、

民間の専門業者である。独自の付与作業を行っていない図書館では、どの件名標目表を使用して

いるのか、あまり意識されていない。国立情報学研究所のNACSIS-CAT参加館における書誌レコー

ドの件名標目は、 NDLSH.・基本件名標目表（以下BSH）・米国議会図書館（以下LC）件名標目表（以

下LCSH）からの標目が混在している。

(2）件名標目衰の概況

件名標目表は辞書体目録（カード目録）を前提とし生まれたが、 巨本の場合、書名目録が件名

目録の代わりをするという説があり、件名目録はほとんど作成されてこなかった。

(3）目録の変化と件名標目表

オンライン目録の普及がもたらした変化は、目録利用者と主題探索の増加であるが、利用者は

主題探索に失敗することが多いのが実情である。その背景には、件名標目表が非力であることが

あげられる。件名による探索改善の試みとして、 FAST（注1）やベイツの提言（註2）、三次元ある

いは視覚に訴える語葉表示等がある。

注 1 Faceted Application of Subject Terminologyの略。ウェプ上の資源を、件名から検索できるようにす

るために開発された索引語の体系。OCLCのプロジェク トであり、 LCSHをベースに開発されている。

注2 LCからの委託を受け、カリフオノレニア大学のMarciaJ. Batesが報告したレポー ト 「図書館目録とポー
タノレ情報における利用者アクセスの向上j （最終報告は2003年 6月）。主題検索の困難解消に、利用者語

禦の構築や関連する舎詑レコードのグループ化等を提言。

(4）件名標目表の論点

件名標目表はどこが作成維持すべきか。学校図書館向けなどの簡易版は必要か。圏内で LCSH

の翻訳を用いるべきか。細目は必要か。階層構造は必要か。ウェブに応用できるか。フィクショ

ンにも件名を付与すべきか。

(5）今後

NDLSHの課題としては、語棄の増加（10万語程度）、新語の迅速な追加、類義語のコントロール、

件名標目の配布システムの検討等があると思う。叩Lは、主題に対する関心と取り組みを明示し、

最新の状況に対応していくという姿勢を見せて欲しい。

く報告 (1）当館からの報告〉

①国立国会図書館件名標目表の問題点と将来 大柴忠彦（書誌部園内図書課課長補佐）

当館は、 NDLSH第 l版を昭和 39年に刊行し、平成3年の第5版まで版を重ねてきた。その後は

改訂版を刊行してこなかったが、今年（平成16年）、改訂版の公開へ向けて作業に着手した。

NDLSHが目指す目標は、 二つある。

・汎用化・標準化一当館における適用対象資料の拡大の検討、さらに将来的には、共同作成の

方向性を探る必要がある。

－ネットワーク情報資源への適用一主題アクセスツールのーっとして、適用を考える必要があ

る。
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今回の改訂は、様々な主題アクセスの仕組みを実現するための、基礎となるツールを構築する

ことにほかならない。

②国立国会図書館件名標目表の改訂について 白石郁子（書昔、部圏内図書課主題係長）

NDLSHの改訂作業には、四つの大きな方針を掲げた。

• NDLSHのシソーラス化一従来行っていなかった「をも見よj参照を導入。

・語棄の増大ー積極的な件名新設、参照語の充実、細目の見直し。

－汎用性の確保ーより適切な用語の採用、 BSHとの調整、対応する LCSHの入力。

・1レールの明示ースコープノート（限定注記）の充実、序説の改訂。将来的には当館内部で使

用している件名作業マニュアルの公開も予定。

当館ホームページ上から意見を寄せていただくようにするため、 2004年度版（暫定版）を今年

10月に公開することにした。これは、よみの王十音順に排列した表と、日本十進分類法 （NDC)

新訂9版の代表分類順に排列した表からなる。

＜報告（2）関連諸機関の担当者、研究者の報告＞

件名標目に関わっている諸機関の担当者および研究者が、それぞれの機関の現状や研究内容に

ついて報告した。

①基本件名標目表のこれから 柴田正美（帝塚山大学教授、日本図書館協会件名標目委員長）

②Facets on the 阻 Bー検索GUIにおける統制語葉の新たな役割と国立情報学研究所メタデータ語

箕集におけるマルチファセット統制語棄の試み 神門典子（国立情報学研究所教授）

③TRCにおける件名標目 松木暢子（株式会社図書館流通センター）

＜討議＞

討議は大柴田内図書課課長補佐の進行により各機関の実情、間LSH改訂に対する要望及び意見

を求める形で進められた。主な論点は次のとおりである。

(1川DLSH改訂について

語棄の増加、新主題に対する迅速な件名新設等は望ましい。図書館等に対しては、改訂にとも

なう変更履歴情報の提供も必要である。

(2）圏内の件名標目表の関連付け

圏内の図書館が利用している目録のなかでは、 BSH、問LSH等の件名標目表が混在し、複雑にな

っている。国立国会図書館が、積極的にそれらの関連付けを行うことを期待する。

(3）ナピゲート機能

Googleなどの検索エンジンになじんでいる利用者を誘導するため、件名を意識させないインタ

ーフェースの開発が課題である。またウェプ上ではビジュアノレ面も重要な要素である。

(4）国立国会図書館電子図書館中期計画2004

当館では、ネットワ｝ク系政府情報資源の収集組織化において、主題分析を半自動的に行うこ

とを検討している。メタデータ作成の技術支援を行うベく、NDLSHをネットワーク環境で公開す

ることが必要である。

-16-



． 

全国書誌通信 120号（2005.3)

＜会議を終えて＞

今回の会議を通して、ネットワーク環境に配慮した件名標目の将来展望を確認することができ

ました。 NDLSHの改訂版は、利用者の主題情報検索の支援となるだけでなく、ネットワーク情報

資源、のメタデータ付与を容易にし、ウェブ ・アーカイブ構築に寄与すると考えます。

NDLSHの改訂作業は継続中ですが、その内容を具体的にお知らせし、広くご意見をいただくた

め、平成 16年 10月に 「国立国会図書館件名標目表2-004年度版（暫定版）Jを当館ホームページ

にて公開しました。なお、ご意見の募集は、平成 16年 12月末をもって終了させていただきまし

た。

＊ 当館ホームページのトップページ（http://www. ndl. go. jp／）から、下記の手順でアクセス

できます。

トップページ→「図書館員のページj→ 『書誌データの作成及び提供J

会議内容の詳細については、別途記録集を作成し刊行する予定です。今後ともρ 当館の書誌サ

ービスや圏内の書誌調整のあり方について、ご意見、ご協力をお願い申し上げます。

（書誌調整課）

司
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「国際目録原則覚書J最終草案について

国際目録原則に関する !FLA専門家会議（IFLAMeeting of Experts on an International 

Cataloguing Code: IME ICC）は、パリ原則にとって代わる新しい原則として、 2003年7月から「国

際目録原則覚書（Statementof International Cataloguing Principles)Jの検討を進め、 2004

年 1月、その最終草案を承認したと発表しました。

パリ原則は、1961年、国際目録原則会議によって採択された標目の選定と形式に関する原則で

あり、国際標準書誌記述（InternationalStandard Bibliographic Description: ISBD）とともに、

目録規則の世界標準化における大きな柱として位置づけられてきました。

一方、新しい原則（通称 「ベルリン原典JJ、IMEICC第 1回会議の開催地であるフランクフルト・

アム・マインにちなんで「フランクフルト原則」とも呼ばれる）は、利用者の便宜を目録規則の第

一の目的としつつ、オンライン図書館目録にパリ原則を適合させるため、その適用範囲を大きく拡

張しています。

すなわち、新原則では、単に文字による著作ばかりでなく、あらゆる種類の資料を念頭に置き、

記述目録法と主題目録法の両面にわたって、一貫した道筋を与える；ことを目的としています。また、

パリ原則の扱う範囲が主として標目に限られていたのに対し、新原則は、図書館目録における書誌

レコードと典拠レコードのあらゆる面へと、対象を拡大しています。

さらに、新原則がよって立つ基盤として、伝統的な目録法ばかりでなく、！FLAの打ち立てた新

しい概念モデル、「書誌レコードの機能要件（FunctionalRequirements for Bi bl iographi c Records: 

FRBR)Jや「典拠レコードの機能要件と典拠番号（FunctionalRequirements and Numbering of 

Authority Records: FRANAR)Jが積極的に導入されています。

最終草案の公表後も、 I阻 ICCによる検討は継続して行われています。2004年8月にブエノスア

イレスで行われた IMEICC第2回会議では改訂提案が出され、ラテンアメリカ及びカリプ諸国で合

意されました。IMEICCは、こうした調整を各大陸・地域の目録規則作成機関等と引き続き行う予

定であり、 2005年のエジプト（予定）、 2006年の韓国を経て、 2007年に南アフリカ共和国（予定）

で新原則を完成させるととを目指しています。

このたび書誌部は、図書館関係者の理解と関心を深めることを目的として、「国際目録原則覚書」

最終草案の日本語訳を作成しました。以下に全文を掲載いたします。

なお、同訳は、 IMEICCの第 1回会議を主催したドイツ国立図書館のウェプサイトにも掲載され

ています（http://www.ddb. de/news/pdf/statement_japanese.pdf）。同サイトでは、最終草案の原

文及び各国語訳を掲載し、世界の図書館関係者の利用に供しており、 2005年 2月 3日現在、日本

語を含めて計 17か国語の翻訳が掲載されています。

（書誌調整課データ標準係）

na 
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2003年 12月 19日までの応答に基づく f最終J草案

国際目録原則覚書

2003年ドイツ・フランクフルトにおける国際目録規則に関する

第1回IFLA専門家会議承認済草案

序論

広く「パリ原則Jとして知られている「原則覚書Jは、 1961年に国際目録原則会議で採択された。

目録法の国際的標準化の根拠となるというその目的は、確実に達成されている。すなわち、その後

に世界中で発展した目録規則のほとんどは、厳密に、または少なくとも相当程度に、この原則に

従ったものである。

その後 40年以上が経過し、目録作成者とそのサービス対象者が世界中で OPAC（オンライン閲

覧目録）を利用するため、共通の国際的な目録原則をもつことは一層望ましいこととなっている。

21世紀初頭の現在まで、オンライン図書館目録やその先にあるものにふさわしい目的にパリ原則

を適合させようという努力がIFLAによってなされてきた。その目的の第一は、目録利用者の便

宜に資するということである。

この新しい原則は、パP原則に取って代わり、それを単にテキストから成る著作からあらゆる種

類の資料にまで、単に記入語の選定と形式から図書館目録に用いられる書誌レコー ドおよび典拠

レコードのあらゆる面にまで拡張するものである。

以下に述べる原則案は、次の事項を対象としたものである。

1.適用範囲

2. 実体、属性、関連性
／ 

3. 目録の機能

4. 書誌記述

5. アクセスポイント

6. 典拠レコード

7. 探索能力の基盤

この新しい原則は、世界の偉大な目録法の伝統lと、パリ原則を主題目録法の範囲にまで拡大する

f書誌レコードの機能要件J(FRBR）と「典拠レコードの機能要件と典拠番号J(FRANAR）と

いう IFLAの文書に表された概念、モデル上に構築されている。

この原則が、 書誌データと典拠データの国際的な共有を増大させ、 国際的な目録規員ljを発展させ

る目録規則作成者たちの努力の指針となることを願うものである。

l Cutter, Charles A. =Rules for a dictionary catalog. 4也 ed.,rewritten., Washington, D.C.・ Government Printing O箇ce.
1904, Rang岨atban,S.R.: Heading and c阻 ons.Madras [India): S. Viswanath岨，1955，および Lubetzky,Seymour. 
Principles of Cataloging. Final Report. Phase I: Descriptive Cataloging. Los Angeles, Cal江：Universityof California, 
Institute of Library R必search,1969. 
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国際目録原則覚書

2003年 12月 19日付最終草案

1.適用範囲

ここに述べる原則は、目録規則発展の指針となることを目的としている。この原則は、書誌レコ

ードと典拠レコード、および今日の図書館目録に適用する。この原則はまた、図書館、文書館、

博物館・美術館その他のコミュニティが作成する書誌とデータファイノレにも適用することができ

る。

この原則は、あらゆる種類の書誌的資料の記述目録法と主題目録法に対して、一貫した道筋を提

供することをめざしている。

目録規則を作成する際に最も重視すべき原員iJは、目録利用者の便宜でなければならない。

2.実体、属性、関連性

2.1.書誌レコードにおける実体

書誌レコードの作成にあたっては、知的・芸術的努力の成果を対象とする以下の実体を

考慮する。

著作

表現形

体現形

個別資料2

2.1.1.書誌レコードは、特徴として体現形を反映するものでなければならない。ここで

いう体現形とは、著作の集合または個別の著作もしくは著作の構成要素を具現化

したものということができる。体現形は、単数または複数の物的単位で出現する

ことがある。

一般的には、各物的形態（体現形）に対して、別々の書誌レコードを作成しなけ

ればならない。

2.2.典拠レコードにおける実体

典拠レコードは、少なくとも個人、家族、団体3、主題に対する名称の統制形の根拠

を示さなければならない。著作の主題として機能する実体には次のものがある。

著作

表現形

体現形

個別資料

2著作、表現形、体現形、個別資料はFRBR店'RANARモデ／レで記述されるグループ1の実体である．

3個人、家銭、団体は、 FRBR庄'RANARモデJレで記述されるグループ2の実体である。
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個人

家族

団体

概念

物体

出来事

場所4

2.3.属性

各実体を識別する属性は、書誌レコードと典拠レコードの中でデータ要素として用

いなければならない。

2.4.関連性

書誌的に重要な実体相互の関連性は、目録のどこででも識別できなければならない。

3. 目録の機能

目録の機能は、利用者に次のことを可能にするととである九

3.1.資料の属性や関連性を用いた探索の結果、蔵書（実際または仮想の）の中から書誌

的資料を発見することにより、

3.1.1.単体の資料の存在を確認すること。

3.1.2.次のような一群の資料の存在を確認すること。

同ーの著作に属する総ての資料

同一の表現形に属する総ての資料

同一の体現形に属する総ての資料

特定の個人、家族、または団体の、総ての著作と表現形

特定主題に関する総ての資料

通常、探索結果の二次的な限定を行なう他の基準（言語、出版園、出

版日付、物的形態等）によって特定される総ての資料

経済的事情のため、著作の構成要素や著作集中の個々の著作に対する書誌レコ

ードのない図書館目録が存在することが認められている。

3.2.書誌的資料またはその代替物を識別すること（すなわち、レコードに記述された実

体が求める実体と一致することを確認すること、または同種の特性をもっ2以上の

実体を区別すること）。

4概念、物体、出来事および場所l土、 FRBR/FRANARモデルで記述されるグループ3の実体である．［注： FRANARの商僚、

識別子等のようにさらなる実体を、将来識別することになる可能性はある σRANARの報告書書が「最終のもの』になったとき
には必要に応じて更新する）．

5 3.1・3.5は、 Svenonius,Elaine. The Intellectual Fou且dation。fInformation Organiza“on. Cambridge, MA: MIT Press, 

2000. ISBNO・262・19433・3に基づいている．

噌－
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3.3荊l用者のニーズに適合する書誌的資料を選択すること（すなわち、内容、物的形態

等に照らして利用者の要求を満たす資料を選ぶこと、または利用者のニーズに適合

しない資料を排斥するこ土）。

3ι記述された個別資料を入手するかそれへのアクセスを達成すること（すなわち、利

用者が購入や借用等によって個別資料を入手したり、遠隔情報源にオンライン接続

して個別資料に電子的にアクセスしたりできる情報を提供すること）、または典拠

レコードや書誌レコードを入手すること。

3.5.目録を自在に使うこと（すなわち、書誌情報が論理的に排列され、著作、表現形、

体現形、個別資料の相互の関連性を含め障害物のない道筋が示されていることで動

き回れること）。

4.書誌記述

4.1.書誌レコ｝ドの記述部分は、国際的に認められた基準に基づかなければならない6。

4.2.記述には、目録または書誌ファイノレの目的に基づいて、いくつかの精粗のレベルが

あり得る。

5.アクセスポイント

5.1.通則

書誌レコードや典拠レコードを検索するためのアクセスポイントは、一般的な原則

( l.適用範囲を見よ）に従って形成しなければならない。アクセスポイントは統

制形のこともあれば、非統制形のこともある。

非統制形アクセスポイン卜には、表現形中の本タイトノレとか、書誌レコードに付

け加えられたキーワードや書誌レコード中のキーワードとかが含まれることがある。

統制形アクセスポイントは、一群の資料の存在を確認するために必要な一貫性を

提供するものであり、一定の基準に従って標準化しなければならない。この標準化

された形（「典拠形標目Jともいう）は、参照形に用いる異なる形とともに典拠レコ

ード中に記録しなければならない。

5.1.1.アクセスポイントの選定

5.1.1.1.書誌レコードに対するアクセスポイントには、著作と表現形のタイト

ル（統制形）、体現形のタイトノレ（通常は非統制形）、および著作の

作成者名の統制形を含める。

6 図書館コミュエティにおいては、それはInternationalStandard Bibliographic Descriptionsとなるであろう．

。L
向
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このことは、作成者が団体である場合には、仮に団体の役員や職員

の立場にある個人の記名があっても、著作の性質が必然的に団体の

総体としての意思や活動を表現したものである場合か、タイトルの

表現と著作の性質を考え合わせると、団体が総体として著作の内容

に責任を持つことが明らかである場合に限られる。

さらには書誌レコ）ドに対して、記述対象である書誌的資料の発見、

識別、選択に重要と思われるその他の個人、家族、団体、主題の名

称の統制形のためのアクセスポイントを提供する。

5.1.1.2.典拠レコードに対するアクセスポイントには、実体に対する名称の

典拠形および名称、の異なる形を含める。関連する名称を通じて付加

的なアクセスが行なわれることがある。

5.1.2.典拠形標目

実体に対する典拠形標目は、体現形に顕著に見られる名称、か、または当該目

録の利用者に適した広く受け入れられた名称のように、 一貫した方法で実体

を識別する名称でなければならない（例えば「慣用名J）。

同一名称の他の実体と区別することが必要な場合には、さらに識別のための

特性を付加しなければならない。

5.1.3.言語

名称がいくつかの言語で表現されてきたときには、本来の言語と文字で書か

れた表現形の体現形に見られる情報に基づく標目を優先しなければならない。

ただし、本来の言語と文字が、当該目録中で普通に使われている言語と文字

でない場合には、標目は体現形か当該目録の利用者に最も適した言語と文字

の一つで書かれた参照形に見られる形に基づくものにすることができる。

典拠形標目からであれ参照形からであれ、可能な限り本来の言語と文字から

アクセスを提供しなければならない。翻字が望ましい場合には、文字変換の

ための国際基準に従ってこれを行なわなければならない。

5.2.個人名の形

5.2.1.個人名が幾つかの単語からなるときには、記入語の選定はその個人の国籍があ

る国の慣用によって決定するか、

5.2.2.国籍がある国が確定できないときには、その個人が通常居住する国の認められ

た用法によって決定するか、

5.2.3.その個人が通常居住する場所が確定できないときには、記入語の選定は、体現

形や一般的な参考情報源に見られるその個人が通常用いる言語の認められた
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用法に従って行なわなければならない。

5.3.家族名の形

5.3.1.家族名が幾つかの単語からなるときには、記入語の選定はその家族に最も関係

のある国の慣用によって決定するか、

5.3.2.その家族に最も関係のある国が確定できないときには、記入語の選定は、体現

形や一般的な参考情報源に見られるその家族が通常用いる言語の認められた

用法に従って行なわなければならない。

5.4.団体名の形

5.4.1.法域を示す典拠形標目には、当該目録の利用者のニーズに最も適した言語と文

宇による対象領域の名称の今日用いられている形を含めなければならない。

5.4.2.団体が一連の時代に、一つの名称の些細な変更とは考えられないような別の名

称を用いてきた場合には、顕著な名称の変更毎にその名称を新しい実体と見

なさなければならず、その結果として各実体に対応する典拠レコードを 「を

も見よ」（以前／以後）参照で関連付けなければならない。

5.5.統一タイトノレの形

統一タイトノレは、独立したタイトルのこともあれば、名称、／タイト／レの組合せのこ

ともあり、タイトノレを団体名、地名、 言語、日付等の識別要素を付加して限定した

もののこともある。

5.5.1.統一タイトノレは、本来のタイトノレまたは当該著作の体現形に最も頻繁に見られ

るタイトノレでなければならない。特に定められた一定の状況の下では、典拠

形標目の根拠として、目録に用いられている文字と言語で広く用いられてい

るタイトノレを本来のタイトルよりも優先することがある。

6.典拠レコード

6.1.個人、家族、団体、著作、 表現形、体現形、個別資料、概念、物体、出来事、場所

のような実体に対するアクセスポイントとして用いる名称の典拠形と参照形を統

制するために典拠レコードを作成しなければならない。

6.2.個人、家族または団体が、 異なる名称または異なる形の名称を用いる場合には、典

拠形標目として異なる人格毎に一つの名称または一つの名称の形を選ばなければ

ならない。一つの著作に異なるタイトノレがある場合、統一タイトノレとして一つのタ

イトルを選択しなければならない。

7.探索能力の基盤

7.1.探索と検索

アクセスポイントは書誌レコードの要素であり、 1）書誌レコードと典拠レコードお
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よびそれに関連する書誌的資料の確実な検索、および2）探索結果の限定手段、を提

供する。

7.1.1.探索方策

特定の図書館目録や書誌ファイノレにおいて、名称、タイトル、主題は、例え

ば、名称の完全形、キーワード、語句、部分一致形等の可能なあらゆる方策

で探索や検索ができなければならない。

7.1.2.不可欠なアクセスポイン トとは、書誌レコードや典拠レコード中の各実体の

主たる属性と関連性に基づくアクセスポイントのことである。

7.1.2.1.書誌レコードに不可欠なアクセスポイントには次のものが含まれる。

作成者の名称、または、 2以上の名称があるときには最初に表示さ

れた作成者の名称、

本タイトノレ、または体現形のための補記タイトル

出版または発行の年

著作／表現形の統一タイトル

件名、主題語

分類記号

記述された実体の標準番号、識別子、「キ←タイトルj

7.1.2.2.典拠レコードに不可欠なアクセスポイントには次のものが含まれる。

実体の典拠形名称、またはタイトノレ

実体の名称またはタイトノレの異なる形

7.1.3.付加的アクセスポイン ト

書誌記述や典拠レコー ド、中の他のエリアからの属性は、任意的なアクセスポ

イン トとして、大量のレコードが検索されたときにフィルタや限定の方策と

して機能することがある。書式レコード中のそのような属性には次のような

ものが含まれるが、これに限定されるものではない。

最初の作成者以外の付加的な作成者の名称

演者または、作成者以外の役割を果たす個人、家族、団体の名称、

並列タイトル、見出しタイトル等

シリーズの統一タイ トル

書誌レコード識別子

言語

出版国

物的媒体

典拠レコード中のそのような属性には次のものが含まれるが、これに限定さ

れるものではない。

関連する実体の名称またはタイ トノレ

典拠レコード識別子
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付録

目録規則作成の目的

目録規則作成を導く目的は幾つかある7。最上位の目標は利用者の便宜である。

＊目録狗帰まの使広 記述やアクセスのための名称、の統制形の作成を決定する際には、利用者

を念頭におかなければならない。

＊貿'f#o記述やアクセスにおいて用いられる標準化された語葉は、利用者の多数派の語葉と一致

しなければならない。

＊変身。記述中の実体およびアクセスのための名称の統制形は、実体自体に記述されている方法

に基づかなければならない。

＊正居住h記述対象の実体は、忠実に記述されなければならない。

*3官分佐2:必要紙記述中の要素とアクセスのための名称の統制形で利用者が目的を果たすのに

必要であり、かつ実体を一義的に識別するのに不可欠なものだけが含まれていなければならな

し、。

＊持：言位。要素は書誌的に有意なものでなければならない。

*Ra宇佐色目的を達成するための方法が選べるときには、全体として最も経済的な方法を優先し

なければならない（すなわち、最小のコストまたは最も単純な道筋）。

＊長野新宮。記述とアクセスポイントの作成は、可能な範囲と水準において、 標準化しなければな

らない。こうすることで一貫性が徹底し、その結果、書誌レコードと典拠レコードを共有する

能力が増大するのである。

*.Iii：岩手化あらゆる種類の資料の記述と実体の名称の統制形は、可能な範囲で共通の規則に基づ

かなければならない。

目録規則中の規定は

＊正当性を有し、恋意的であってはならない。

時にはこれらの目的が相互に矛盾することがあり、正当で現実的な解決策が採用されることが認

められている。

［主題シソーラスについては、他に該当する目的があるが、この声明には含まれていない。］

［翻訳：国立国会図書館書誌部］

7 書箆に関する文献、特に~の資料に掲般のR岨E岨ath阻と Leibniz の文献に基づく0 Svenonius E. The Intellectual 
F。undati。nof Information Organization. Cambridge, Mass.; MIT Press, 2000, p. 68. 

-26-



全国書誌通信 120号（2005.3)

日本全国書誌・ JAPAN/MARC統計
（単位；件）

日本全図書誌収録件数 2004年 l～50号（通号2460号～2509号）

収録総件数 157,552 

図書の部 127,825 逐次刊行物の部 3,093 

官公庁出版物 12,394 視覚障害者用資料の部 362 

民間出版物 86,071 電子出版物の部 4,648 

児童図書 6,420 地図の部 2,217 

圏内刊行欧文図書 2,407 音楽録音・映像資料の部 19,388 

その他の図書 20,157 国内刊行アジア言語資料の部 19 

非図書資料 376 

J/M(M）収録件数 2004年 l～50号（通号 2460～2509号）

収録総件数

1号平均

J P番号

179,982 

3,600 

20510782～20706162 

J/M (S）収録件数

｜累積総件数

2004年 12月末現在

J/M (A）収録件数

｜累積総件数

2004年 12月末現在

I 119.a5o I 
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国内刊行洋図書適用細則 正誤表

本誌 No.119に掲載しました「国内刊行洋図書適用細則Jに誤りがありました。以下のとおり訂

正をお願いするとともに、ご迷惑をおかけしたことをお詫びいたします。

(1) p .11 20行目（2.1.5.2)

E.ムHigashihara,6S.6Naito，ムT.ムMatsudaム（Eds)

→EムHigashihara，ムS.ムNai加，ムT.ムMatsudaム（eds)

(2) p .16 14行目（2.4.2.lE任意規定）

ム’l'radingムCo・pムLtd.ム（distribu加r)

→ム’I'radingム（distributor)

(3) p .18 7行目（2.4.3.2A)

1945.10 （情報源の表示 ：Oc加berMCMX工N)

→2004.10 （情報源の表示：平成 16年 10月）

(4) p .22 31行間（2.6.6.2A)

2以上の巻号が連続するときは，原則として列記する。

→非適用

(5) p .28 20行目（2.9.3.1)

各巻タイトノレの関連の情報（2.1.4.1参照）。

→各巻タイトノレ関連の情報（2.1.4.1参照）。

(6) p.28 27行目（2.9.4.lA)

各巻タイトノレおよび各巻タイトル関連情報中に表示されている著者名等は，著作責任が

強いとみなせば，責任表示としても記録する。

→各巻タイトノレおよりhe各巻タイトノレ関連情報中に表示されている著者名等は，著作責任

が強し、とみなせば，責任表示としても記録する。役劃を示す語句は補記する。

(7) p .28 34行目（2.9.5.2A)

2.9.5.2A 2以上の巻次等が連続するときは， 原則として列記する。

→全文を削除

間合わせ先

国立国会図書館

書誌部書誌調整謀総括係

全 図書 誌通信 （不定期刊）

（書誌調整課データ標準係）

（ホームページアドレス http://www. ndl. go. jp) 

電話 03(3581) 2331 内線（25111)
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